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総
合
防
災
訓
練
を
８
月　

日
２０

に
、
南
町
小
学
校
を
会
場
と
し

て
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

当
日
は
多
く
の
市
民
の
皆

様
・
自
衛
隊
・
東
京
消
防
庁
を

は
じ
め
、
防
災
関
係
団
体
の
皆

様
等
、
多
く
の
方
に
ご
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、来

年
４
月
を
目
途
に
消
防
事
務
の

委
託
化
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

当
日
も
東
京
消
防
庁
の
全
面
的

な
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ハ
イ
パ
ー
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
・
航
空

隊
（
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
）ま
で
参
加

し
て
い
た
だ
き
、極
め
て
内
容
の

濃
い
訓
練
が
実
施
で
き
ま
し
た
。

ハ
イ
パ
ー
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
に
よ

る
障
害
物
除
去
、
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
重
傷
者
を
引
き
上
げ
搬
送

す
る
訓
練
等
、
こ
れ
ま
で
実
施

し
た
こ
と
の
な
い
訓
練
を
行
い

ま
し
た
。
音
の
問
題
で
ご
迷
惑

も
あ
っ
た
か
と
も
思
い
ま
す
が
、

ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ

ま
す
。
ま
た
当
日
は
、
市
民
の

皆
様
に
よ
る
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
消

火
訓
練
に
、
子
ど
も
た
ち
も
多

く
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

幾
つ
か
の
課
題
も
あ
り
ま
し

た
が
、
実
り
多
い
総
合
防
災
訓

練
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。ご
参
加

い
た
だ
い
た
す
べ
て
の
方
に
心

か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

災
害
は
い
つ
来
る
か
予
想
で

き
ま
せ
ん
。し
か
し
被
害
を
減
ず

る
こ
と
や
、「
い
ざ
」
と
い
う
と

き
の
た
め
の
準
備
は
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、ご
家
族
の

中
で
普
段
か
ら
話
し
合
い
、
家

庭
に
お
け
る
災
害
対
応
力
の
強

化
を
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま

す
。

　
　

年　

月
か
ら
実
施
し
て
い
る

１９

１０

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制

度
（
○子
 

）
の
助
成
範
囲
を
今
年
の

　

月
か
ら
拡
充
し
ま
す
。

１０
　

こ
れ
ま
で
は
、
健
康
保
険
が
適

用
に
な
る
お
子
さ
ん
の
医
療
費
の

う
ち
、
１
割
分
を
助
成
し
て
い
ま

し
た
が
、　

月
以
降
診
療
分
は
、

１０

入
院
時
で
は
自
己
負
担
分
全
額

（
た
だ
し
、
食
事
療
養
費
等
は
除

く
）、通
院
時
で
は
自
己
負
担
額
か

ら
一
部
負
担
金
と
な
る
２
０
０
円

（
通
院
１
回
当
た
り
の
上
限
額
）

を
控
除
し
た
額
を
助
成
し
ま
す
。

　
【
対
象
】健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
市
内
在
住
の
小
学
１
年
生
～

中
学
３
年
生
の
児
童
（
満
６
歳
に

達
す
る
日
の
翌
日
以
後
で
最
初
の

４
月
１
日
か
ら
満　

歳
に
達
す
る

１５

日
以
後
の
最
初
の
３
月　

日
ま
で

３１

の
児
童
）

　
【
所
得
制
限
】
従
来
通
り
、
児
童

手
当
と
同
じ
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
（
左
表
参
照
）

　

市
で
は
、
急
激
な
雇
用
情
勢
の

悪
化
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
方
の
支
援
の
た
め
、
緊
急
的

に
雇
用
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

共

通

事

項

　
【
採
用
方
法
】
書
類
選
考
、
面
接

の
上
、
決
定
し
ま
す
。
な
お
、
応

募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん

　

現
況
届
を
提
出
し
、
資
格
を
更

新
し
た
方
に
、　

月
１
日
か
ら
使

１０

用
す
る
乳
幼
児
医
療
費
助
成

　

市
で
は
地
域
福
祉
の
推
進
を
図

る
た
め
、
市
内
の
非
営
利
民
間
団

体
等
が
社
会
資
源
を
有
効
に
活
用

し
て
実
施
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
て
い

　
【
ご
注
意
】既
に
こ
の
制
度
を
受

給
し
て
い
る
世
帯
の
申
請
は
不
要

で
す
。
現
況
届
を
提
出
し
て
い
る

方
は
資
格
を
確
認
し
、
９
月
末
ま

で
に
新
し
い
医
療
証
（
オ
レ
ン
ジ

色
）
を
郵
送
し
ま
す
。
現
況
届
が

未
提
出
の
方
、
ま
た
は
必
要
添
付

書
類
が
未
提
出
等
に
よ
り
保
留
と

な
っ
て
い
る
方
は
、
至
急
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る

世
帯
で
所
得
制
限
内
の
場
合
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。　

月
１
日
か

１０

ら
受
給
す
る
資
格
を
取
得
す
る
た

め
に
は
、　

月
末
日
ま
で
に
、
次

１０

の
窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】健
康
保

険
証
の
写
し
（
保
護
者
と
該
当
す

る
お
子
さ
ん
全
員
分
）
▼
平
成　
２１

年
度
所
得
（
課
税
）
証
明
書
（　
２１

年
１
月
２
日
以
降
転
入
さ
れ
た
方

の
み
）

　

※
そ
の
ほ
か
の
書
類
を
提
出
し

て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
【
他
の
医
療
費
助
成
制
度
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
】
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
助
成
制
度
（
○親
 

）、
心

身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度（
碓障
 

）

を
受
給
し
て
い
る
非
課
税
世
帯
お

よ
び
生
活
保
護
世
帯
の
方
は
申
請

不
要
で
す
。
な
お
、
○親
 

な
ら
び
に

碓障
 

を
受
給
し
て
い
る
課
税
世
帯
の

方
（
一
部
負
担
有
り
）
は
、
○子
 

の

方
が
有
利
と
な
り
ま
す
。
○親
 

受
給

世
帯
は
、
市
で
対
象
者
を
把
握
し
、

○子
 

の
医
療
証
を
郵
送
し
ま
す
。
ま

た
、
併
せ
て
お
子
さ
ん
を
対
象
か

ら
外
し
た
○親
 

医
療
証
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
そ
れ
ま
で
使
用
し
た
○親
 

医
療
証
を
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

碓障
 

受
給
世
帯
は
、
認
定
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
、
○子
 

を
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
課
税
世
帯
の
方
に

は
、９
月
上
旬
に
障
害
福
祉
課（
市

役
所
１
階
）
を
通
じ
て
○子
 

の
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
。
○子
 

が
認
定
さ

れ
た
後
は
、「
一
部
碓食
 

」
の
碓障
 

医
療

証
を
障
害
福
祉
課
に
返
却
し
て
く

だ
さ
い

　

詳
し
く
は
○子
 

と
○親
 

が
子
育
て
支

援
課
助
成
係
緯
４
７
０
・
７
７
３

６
、
碓障
 

が
障
害
福
祉
課
管
理
係
緯

４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

（
○乳
 

）・
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費

助
成
（
○子
 

）
の
新
し
い
医
療
証

（
オ
レ
ン
ジ
色
）
を
、
９
月
末
ま

で
に
郵
送
し
ま
す
。
現
在
使
用
中

の
医
療
証
（
緑
色
）
は
、
子
育
て

支
援
課
（
市
役
所
２
階
）
に
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
を
未
提
出
の
方
、
ま
た

は
必
要
添
付
書
類
が
未
提
出
等
に

よ
り
保
留
と
な
っ
て
い
る
方
は
、

至
急
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
係
緯
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

　

市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
等
に

よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
か
か

る
費
用
が
非
常
に
大
き
な
負
担
と

な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教

育
費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
、
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
し
た

方
は
、
至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

こ
の
制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
家
庭
は
、
お
子
さ
ん
と
同
居

す
る
方
全
員
が
次
の
項
目
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
②　

年
度
市
民

２１

　

市
で
は
、
私
立
幼
稚
園
ま
た
は

幼
稚
園
類
似
施
設
に
通
園
し
て
い

る
市
内
在
住
の
園
児
の
保
護
者
の

税
・
都
民
税
が
非
課
税
の
方
、
固

定
資
産
税
、国
民
年
金
等
の
税
金
・

掛
金
等
が
減
免
の
方
③
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
④

生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世
帯

（
準
要
保
護
）
で
、　

年
分
の
世

２０

帯
全
員
の
総
収
入
が
認
定
基
準
以

下
の
世
帯
の
方

　

詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
緯
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

方
に
対
し
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ

て
保
育
料
を
減
免
ま
た
は
補
助
す

る
幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費
補
助
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
、
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
さ
れ

た
方
は
、
至
急
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

手
続
き
方
法
や
内
容
等
、
詳
し

く
は
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援

係
緯
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　
【
申
し
込
み
方
法
】
９
月　

日
１０

（
木
）
ま
で
に
（
必
着
）、
履
歴
書

（
写
真
貼
付
）
を
直
接
市
役
所
各

担
当
に
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く

だ
さ
い

産

業

振

興

課

　
【
応
募
資
格
】現
在
働
い
て
お
ら

ず
、
仕
事
を
探
し
て
い
る
方
（
学

生
を
除
く
）
で
、
ワ
ー
ド
お
よ
び

エ
ク
セ
ル
等
の
パ
ソ
コ
ン
操
作
が

可
能
な
方
。
市
の
観
光
事
業
に
関

心
が
あ
る
方

　
【
業
務
内
容
】
一
般
事
務
（
パ
ソ

コ
ン
操
作
、観
光
資
源
の
取
材
等
）

　
【
募
集
人
数
】
４
人

　
【
雇
用
期
間
・
勤
務
日
時
】　

月
１０

～　

年
３
月
。
１
カ
月
に　

日
程

２２

１６

度（
週
４
日
）。
勤
務
時
間
は
午
前

８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
賃
金
】
時
給
８
４
０
円
（
交
通

費
は
別
途
支
給
）

　

詳
し
く
は
産
業
振
興
課
緯
４
７

０
・
７
７
４
３
へ
。

中

央

図

書

館

　
【
応
募
資
格
】現
在
働
い
て
お
ら

ず
、
仕
事
を
探
し
て
い
る
方
（
学

生
を
除
く
）
で
、
図
書
館
司
書
ま

た
は
司
書
教
諭
の
資
格
を
有
す
る

方
。
図
書
館
勤
務
経
験
者
、
書
誌

作
成
業
務
経
験
者
お
よ
び
そ
れ
に

準
じ
る
方

　
【
業
務
内
容
】図
書
館
資
料
の
新

規
受
入
、
書
誌
デ
ー
タ
入
力
作
業

　
【
募
集
人
数
】
４
人

　
【
雇
用
期
間
・
勤
務
日
時
】
①
図

書
館
資
料
新
規
受
け
入
れ
業
務
＝

　

月
～　

月
②
書
誌
デ
ー
タ
入
力

１０

１２

業
務
＝　

月
～　

年
３
月
。
①
②

１０

２２

の
い
ず
れ
も
金
曜
日
を
除
い
た
日

の
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
賃
金
】時
給
８
４
０
円
～
９
３

０
円
（
資
格
の
有
無
に
よ
る
。
交

ま
す
。
補
助
対
象
事
業
は
、
日
常

生
活
サ
ー
ビ
ス
（
家
事
援
助
・
介

護
・
食
事
・
移
送
・
入
浴
の
各
サ

ー
ビ
ス
）
で
す
。
補
助
金
総
額
は

７
５
０
万
円
で
、
団
体
割
と
事
業

割
が
半
々
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、　

年
度
の
補
助
対
象
団

２１

体
を
募
集
し
ま
す
。
補
助
金
の
交

付
を
希
望
す
る
団
体
は
、
関
係
書

類
を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
申
請
書
の
配
布
場
所
等
】９
月

１
日
（
火
）
か
ら
福
祉
総
務
課

（
市
役
所
１
階
）
で
配
布
。
昨
年

度
交
付
を
受
け
た
団
体
に
は
、
申

請
書
を
郵
送
し
ま
す

　

申
し
込
み
は
９
月　

日
（
火
）

１５

ま
で
に
（
必
着
）、
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３
儿

８
５
５
５
、
市
役
所
福
祉
総
務
課

あ
て
郵
送
、
ま
た
は
直
接
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係
緯
４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

　

い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
火

災
。
そ
の
万
が
一
の
時
に
被
害
を

最
小
限
に
食
い
止
め
る
ポ
イ
ン
ト

は
、
早
期
の
１
１
９
番
通
報
と
炎

を
拡
大
さ
せ
な
い
た
め
の
初
期
消

火
で
す
。

　

こ
う
し
た
行
動
が
迅
速
・
確
実

に
で
き
る
よ
う
、
一
定
規
模
以
上

の
防
火
対
象
物
に
は
自
衛
消
防
隊

が
組
織
さ
れ
、
日
ご
ろ
か
ら
火
災

等
に
備
え
訓
練
を
積
み
重
ね
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
自
衛
消
防
隊
が

日
々
の
訓
練
の
成
果
を
発
表
し
ま

す
。ぜ
ひ
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。　　

　
【
日
時
】
９
月　

日
（
木
）
午
前

１７

　

時
か
ら（
雨
天
の
場
合
は　

日
）

１０

１８

　
【
会
場
】財
団
法
人
機
械
振
興
協

会
技
術
研
究
所
敷
地
内
（
八
幡
町

一
丁
目
）

　

詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
予

防
課
指
導
調
査
係
緯
４
７
１
・
０

１
１
９
へ
。

　

男
女
平
等
推
進
市
民
会
議
は
、

市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
こ
れ
ま
で

５
期
に
わ
た
っ
て
地
域
の
中
で
男

女
が
共
に
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
提
言
を
続

け
て
き
ま
し
た
。
男
女
平
等
推
進

プ
ラ
ン
の
策
定
や
男
女
平
等
推
進

セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
に
関
す
る
答

申
を
受
け
、
市
は
そ
の
実
現
に
努

め
て
い
ま
す
。
今
回
、
第
６
期
市

民
会
議
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
応
募
資
格
】市
内
在
住
で　

歳
２０

以
上
の
方

　
【
募
集
人
数
】
４
人

　
【
検
討
内
容
】男
女
平
等
推
進
プ

ラ
ン
の
進
捗
状
況
評
価
、
次
期
プ

ラ
ン
の
策
定
等

　
【
任
期
と
会
議
回
数
】任
期
は　
１０

月　

日
か
ら
２
年
間
。
会
議
回
数

２２
は　

回
程
度
（
平
日
午
後
６
時
半

１０
か
ら
の
会
議
を
予
定
）

　

申
し
込
み
は
９
月　

日
（
木
）

２４

ま
で
に
（
必
着
）、
論
文
「
男
女
共

同
参
画
社
会
実
現
の
た
め
の
あ
な

た
の
考
え
」
を
４
０
０
字
～
８
０

０
字
に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
・
生
年
月
日
・
経
歴
・

社
会
活
動
の
経
験
等
を
記
入
の
上
、

〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所

生
活
文
化
課
男
女
共
同
参
画
係
あ

て
郵
送
ま
た
は
直
接
同
課
（
市
役

所
２
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
選
考
は
書
類
・
面
接
の
上
、

決
定
し
ま
す
。
な
お
、
応
募
書
類

は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
３
８
へ
。

通
費
は
別
途
支
給
）

　

詳
し
く
は
中
央
図
書
館
緯
４
７

５
・
４
６
４
６
へ
。

義務教育就学児の医療費助成
２１年度所得制限限度額

厚生年金・ 
各種共済年金 
加入者

国民年金 
加入者等

扶養親族 
等の数

５３２万円４６０万円０人

５７０万円４９８万円１人

６０８万円５３６万円２人

６４６万円５７４万円３人

６８４万円６１２万円４人

７２２万円６５０万円５人

※所得制限額に加算する金額は、老人扶
養親族１人につき６万円、６人目以降
は１人増すごとに３８万円。
※給与所得の場合、 年間収入から給与所
得控除額を控除した「給与所得控除後
の金額」から、社会保険料として一律
８万円を引いた額。
※事業収入の場合、年間収入から必要経
費を引き、さらに社会保険料として一
律８万円を引いた額。

緊急雇用創出事業に伴う

市臨時職員市臨時職員をを
募集しま募集しますす

手続きはお早めに

幼稚園等就園
奨励費補助金

就
学
援
助
費

就
学
援
助
費
のの

申
請
は
お
済
み
で
す

　
　
　

申
請
は
お
済
み
で
す
かか

補
助
金
を
交
付
し
ま

補
助
金
を
交
付
し
ま
すす

地
域
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
団
体
等
に
対
し

地
域
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
団
体
等
に
対
し
てて

自
衛
消
防
隊
活
動
審
査
会

自
衛
消
防
隊
活
動
審
査
会
・・

発
表
会
を
開
催
し
ま

　
　
　

発
表
会
を
開
催
し
ま
すす

自
ら
の
職
場
は
、自
ら
の
手
で
守
ろ

自
ら
の
職
場
は
、自
ら
の
手
で
守
ろ
うう

男女平等推男女平等推進進
市民会議委員市民会議委員をを
募集しま募集しますす

新し新しいい
○○乳 ・・○○子医療証 医療証をを
送付しま送付しますす

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度
（（
○子
 

））

　

月
か
ら
助
成
範
囲

月
か
ら
助
成
範
囲
をを

１０１０

拡
充
し
ま

　
　
　
　
　

拡
充
し
ま
すす


